八丈町における東京都中小企業制度融資「災害復旧資金融資」（令和７年台風第22号、第23号関連）
東京都中小企業制度融資「災害復旧資金融資」（令和７年台風第22号、第23号関連）
１号様式（第５条関係）
利子補給金交付申請書
八 丈 町 長　殿　　　　　                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年   月   日
	　　　　
　　申請者
	ﾌﾘｶﾞﾅ
住所
（本店所在地）
	〒

電話番号　　　　　　　　　　　　　　

	
	ﾌﾘｶﾞﾅ
名称・代表者
	
実印　　　　　　　　　　　　　　　　　


東京都中小企業制度融資「災害復旧資金融資」（令和７年台風第22号、第23号関連）に係る利子補給金交付要綱及び八丈町における東京都中小企業制度融資「災害復旧資金融資」（令和７年台風第22号、第23号関連）に係る利子補給金交付要綱に基づき、下記について利子補給金の交付を申請します。
記
	融資の種類
	東京都中小企業制度融資「災害復旧資金融資」（令和７年台風第22号、第23号関連）

	融資実行金額
	円
	償還期限
	年　　か月
（据置期間を含む）

	融資申込
金融機関名
本支店名
	
	店
	資金使途
	運転資金　・　設備資金

	
	
	
	償還方法
	分割返済　・　その他
（元金据置期間は２年以内）

	
	
	
	利率の適用
	全部保証利率 ・ 責任共有利率　　　　　　　

	今回実行された融資のほかに、既に本制度で利子補給金交付決定を受けた融資がある場合は、以下をご記入下さい。

	東京都中小企業制度融資「災害復旧資金融資」（令和７年台風第22号、第23号関連）

	交付決定番号
	融資実行金額
	融資残高
	利率の適用

	
	円
	円
	全部保証利率・責任共有利率　

	
	円
	円
	全部保証利率・責任共有利率

	合計
	円
	円


＜同意事項＞
　当該融資に関して、八丈町が、申請者に関する個人情報を本制度の適切な運営の遂行のために必要な範囲で、東京信用保証協会、融資申込受付機関、東京都との間で授受すること。
【注意事項】① 申請年月日及び太枠内の必要事項を記入の上、提出してください。
② 利子補給金の交付決定については、後日お知らせします。
③ 利子補給の対象期間は、融資を実行した日から融資の最終履行期限が到来する日までとなります。
④ 利子補給金の交付対象となる限度額は、融資を受けた額のうち1.5億円とします。責任共有利率が適用される場合には、融資利率のうち年率0.63％を、全部保証利率が適用される場合には、融資利率のうち年率0.63％を、八丈町が補給します。
⑤ 利子補給金は直接取扱金融機関に交付いたします。
⑥ 申請書の提出に当たっては、借受時の償還予定表のコピーを添付してください。
	利子補給金の振込先
	※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　店


（注意事項）※ 利子補給金の振込先については、融資申込金融機関にご確認の上、記入してください。
―――＊＊＊―――＊＊＊―――＊＊＊―――　金融機関使用欄　―――＊＊＊―――＊＊＊―――＊＊＊―――
本申請書に押印されている申請者の実印が、印鑑証明書と同様のものであることを次のとおり確認しています。
①確認年月日　　　　
	　　　　　　　年　　　　月　　　　日　　




②金融機関名・本支店名・確認者名
	金融機関名
	本支店名
	確認者名

	
	
	


金融機関は、確認年月日・金融機関名・支店名・確認者名を明記し、「償還予定表」、「八丈町における東京都中小企業災害復旧資金融資実行通知書」(要綱第2号様式) 、「支払金口座振替依頼書及び印鑑証明書」（以前送付されている場合は不要）を添付の上、下記送付先に直接送付願います。
〒100-1498　東京都八丈島八丈町大賀郷２５５１番地２　
八丈町産業観光課水産商工係(利子補給)　℡　04996-2-1125
